
 

問Ⅳ‐３‐（２）‐①（社員資格に関する他の制限）  

 会費の納入額により社員の議決権数に差を設けることはできますか。また、

個人・法人とで社員の議決権数に差を設けることはどうですか。 

答  

１ 公益社団法人の社員は、社員総会の構成員として、役員の選任・解任、計

算書類の承認など法人の組織、運営に関する基本的事項について議決権を行

使します。社員が有する議決権は原則一個であり、定款に別段の定めをした

場合には議決権に差異を設けることも許容されていますが（一般社団・財団

法人法第 48 条第１項）、不当に差別的な差異を設けると、議決権行使の結果

が一定の傾向を有することで、当該法人が、不特定かつ多数の者の利益の増

進に寄与するという公益法人本来の目的に反した業務運営を行うおそれが生

じることから、社員が有する議決権について不当に差別的な取扱いをしない

ことが認定基準として定められています（公益法人認定法第５条第 14 号ロ

(1)）。 

 

２ 同様に、社員が法人に提供する財産額に応じて社員の議決権に差異を設け

ると、資力を有する一部の社員によって社員総会の運営が恣意的になされる

おそれが大きくなることから、社員が法人に対して提供した金銭その他の財

産の価額に応じて議決権について異なる取扱いをしないことが認定基準とし

て定められています（公益法人認定法第５条第 14 号ロ(2)）。 

 

３ このようなことから、会費の納入額により社員の議決権数に差を設けるこ

とは認められません。また、個人と法人とで社員の議決権数に差を設けるこ

とについても、同様に認められません。 

 

 

 

 


